
滝谷交番だより

栃木県内では、令和５年中自転車が関係する事故人身事故の約４分の１を占めているほ
か、そのうち自転車側の７割強に何らかの法令違反があることからも自転車対策が喫緊の
課題となっています。

～ 自転車に乗るときは
ヘルメットをかぶろう ～

自分の命を守るためにも、自転車を利用する
全ての方は、ヘルメットを着用しましょう。

～ 命を守る反射材について ～
自転車に反射シールや反射材用品を付けるこ

とは交通事故防止に非常に有効です。

～ 自転車運転者講習について ～
自転車運転中に危険行為を繰り返す（３年の
うちに２回）と、自転車運転者講習の対象とな

ります。

講習の対象となり受講命令に従わなかった

場合、５万円以下の罰金となります。

屋根修理業者が突然訪問して
・「お宅の屋根が浮いているのが見えた。このままでは
雨漏りする。早く直した方がいい。」等と言う。
・壊れた屋根の真を見せる。
・突然屋根に登る。

等し、実際には壊れていない屋根の修繕契約を締結させる
事案が多発しています。

対応方法
○家族に相談したり訪問業者を確認する等してすぐに契約しない。
○断る場合は毅然とした態度で断り、有事の際は110番通報。
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